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　　額である。
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　上記の工事について、小郡市と請負者は各々対等な立場における合意に基づいて、別添の

工事請負契約約款によって公正な工事請負仮契約を締結する。

　なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年小郡町条例第１６８条）第２条の規定による市議会の議決を得たとき、これ

を本契約とみなし、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　ただし、議会の議決が得られない時は、この仮契約は効力を失うものとする。

　この契約の証として、本書２通を作成し当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

年 月 日

発 注 者

代表者

請 負 者 許可（ ）第 号

工 事 箇 所

工 事 名 小郡市新体育館アリーナ棟建設工事

小郡市大板井２７９番地１

収入印紙
工事請負仮契約書

㊞加 地 良 光

令和

解体工事に要する費用等 別紙のとおり

請負代金額

工 期

契約保証金

㊟　「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１０／１１０を乗じて得た

 うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額

完成 令和 9

着手

7 30

（ただし、土日祝日の場合はその翌日とする）
議会の議決の翌日

代表者資格氏名

年 月 日

小郡市長

知
大

福岡県小郡市

所在地又は住所

商号又は名称


